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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、株主はじめ、取引先、従業員、サービス利用者等のステークホルダーの信頼に応
え、安定的に企業価値を増大させていくことにあります。事業活動の継続と安定的な企業価値向上のためには、経営の健全性と透明性を確保す
ることが必要不可欠であり、経営に対する監督・監査機能の充実を図ることは経営上の最重要課題の一つであると捉えております。

当社は、透明性の高い経営の推進を目的として、取締役会及び監査等委員会を設置しております。

当社の取締役会は、監査等委員でない取締役４名（うち社外取締役２名）及び監査等委員である取締役３名（うち社外取締役３名）を含む７名で構
成されており、過半数が社外取締役であります。

取締役として、経営全般やインターネットビジネスについての高い見識を有している者を選任し、経営に多様な視点を取り入れており、さらに、弁護
士や公認会計士等の専門家をコーポレート・ガバナンス体制に組み入れ、経営の意思決定に法的、会計的な確認を取り入れることで、リスク管理
の実現に努めております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

以下、2021年６月改訂のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しております。

【補充原則１－２④　議決権の電子行使を可能とするための環境作りや招集通知の英訳】

当社は、議決権行使に係る適切な環境整備の一環として、議決権電子行使プラットフォームを導入しております。英文対応については、英文の決
算資料の提供は行っておりますが、海外投資家の比率を踏まえ、招集通知の英訳は現時点では実施しておりません。今後、株主構成の推移等を
勘案しながら検討してまいります。

【補充原則１－２⑤　信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等の議決権の行使等】

当社は、機関投資家等の比率を踏まえ、株主総会における議決権は、株主名簿上に記載または記録されている者が有しているものとして、信託
銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等の実質株主が株主総会に出席し、議決権の行使や質問を行うことを認めておりません。今後、実質
株主の要望や信託銀行等の動向を注視しつつ、実質株主の株主総会への出席に関わるガイドラインの整備について、検討してまいります。

【補充原則２－４①　中核人材の登用等における多様性の確保】

当社は、性別や国籍、新卒や中途採用等に捉われず人事育成・評価を行う方針であります。中核人材の登用等における多様性の確保について
の目標とその状況について、具体的な数値の開示は行っておりませんが、相応数の女性・中途採用者が管理職として登用されている実績がござ
います。

【補充原則３－１③　サステナビリティについての取組み】

当社は、企業の社会的責任（CSR）を果たすべく、社会の一員であることを自覚し、誠実な企業活動・事業活動の実践を通じて、持続可能な社会の
実現に貢献しております。特に、メディア事業で手がけている恋活・婚活マッチングアプリ「Omiai」は、社会的なインフラであると認識しており、その
事業推進が、わが国の少子高齢化対策の一助になるものと捉えております。なお、人的資本や知的財産への投資等の状況について、現時点で
は公表には至っておりませんが、今後の事業規模の拡大状況を踏まえ、引き続き開示方法等を検討してまいります。また、サステナビリティについ
ての個別の取組みを含む、企業の社会的責任（CSR）の状況について、当社HPにて公表しております（https://www.net-marketing.co.jp/corporate
/csr/）。

【補充原則４－１②　中期経営計画】

2022年８月10日に公表いたしました、「ビーシーピーイー ブロンズ ケイマン エルピーによる当社株式等に対する公開買付けの実施及び意見表明

に関するお知らせ」に係る公開買付け及びその後の一連の手続きを実施することにより、当社株式が上場廃止となる予定であることを踏まえ、中
期経営計画の開示は見送っております。

【補充原則４－１③　最高経営責任者（CEO）等の後継者計画】

当社は、現代表取締役社長が最高経営責任者としての役割を適切に遂行しており、現時点では後継者計画について取締役会での議論の必要は
ないと判断しております。後継者計画の必要性を認識した際には、後継者候補の育成が十分な時間と資源をかけて行われていくよう、議論を重ね
てまいります。

【補充原則４－２②　サステナビリティを巡る取組についての基本的な方針の策定】

当社は、持続可能な社会の実現に向けて、公正・適切な取引の実施、労働環境への配慮や人材登用における多様性の確保等の各種取組みを実
践しており、その個別の取組みを含む、企業の社会的責任（CSR）の状況について、当社HPにて公表しております（https://www.net-marketing.co.j
p/corporate/csr/）。なお、サステナビリティを巡る取組みについては、更に議論を深める必要があると捉えており、基本方針や具体的な施策等の
検討を今後進めてまいります。

【補充原則４－３②　CEOの選任】

当社は、CEOの選解任を行うにあたってのガイドライン等を定めてはおりませんが、取締役会は、CEOの選解任は会社における最も重要な戦略的



意思決定であることを踏まえ、指名・報酬委員会からの答申を得ながら、十分な時間をかけてCEOの適性を検討し、選任してまいります。

【補充原則４－３③　CEOの解任】

当社は、CEOの選解任を行うにあたってのガイドライン等を定めてはおりませんが、取締役会は、会社の業績等を踏まえ、CEOがその機能を十分
発揮していないと認められる場合には、指名・報酬委員会からの答申を得ながら、解任も含めて適切な対応を講じてまいります。

【原則４－８②　筆頭独立社外取締役】

当社では現在、筆頭独立社外取締役を設定しておりませんが、常勤監査等委員が、社内取締役と定期的に意見交換を行っている他、社外取締役
とは、監査等委員会や社外役員連絡会等を通じて情報を共有することで、取締役間の連絡・調整・連携を図っております。

【原則４－９　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社は、独立社外取締役の選任にあたり、特段の基準を定めてはおりませんが、東京証券取引所が定める独立性基準を参考に選定いたしており
ます。当社の経営状況を深く理解した上で、会社経営全般に関わる豊富な経験・知識を持ち、取締役会での議論に客観的な立場から参加し、建
設的な意見を述べることのできる方を選定いたしております。

【補充原則４－11①　取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】

当社は現在、独立社外取締役５名を含め７名の取締役（うち監査等委員である取締役は３名）を選任いたしております。取締役として、経営全般や
インターネットビジネス並びに財務・会計、法務等についての高い見識を有している者を選任し、経営に多様な視点を取り入れております。現在の
当社の事業規模からみて、実効性を十分確保できる体制であるものと判断いたしておりますが、取締役会全体としての多様性の更なる最適化に
向けて努めてまいります。また、取締役の知識・経験・専門性等の開示方法については、スキル・マトリックスの策定を含め、今後検討を重ねてま
いります。

【補充原則４－11③　取締役会全体の実効性】

当社の企業規模等に鑑み、現時点においては、取締役会全体としての実効性に関する分析・評価は行っておりませんが、各取締役からの取締役
会の運営に関する意見に基づき、適宜見直しを行っており、十分実効性を担保しているものと考えております。今後、取締役会全体としての実行
性に関する分析・評価の実施、またその開示の必要性については検討してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

以下、2021年６月改訂のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しております。

【原則１－４　政策保有株式】

当社では、投資目的以外での、いわゆる政策保有株式を保有する方針は、現時点ではございません。

【原則１－７　関連当事者間の取引】

当社は、取締役その他関連当事者との間で競合取引及び利益相反取引を行う場合には、あらかじめ取締役会で審議・決議を要することとしており
ます。また、関連当事者取引の有無に関する調査を定期的に実施し、関連当事者取引について管理する体制を構築しております。

【補充原則２―４①　中核人材の登用等における多様性の確保】

本報告書「Ⅰ－１．基本的な考え方【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】」をご参照ください。

【原則２－６　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社は、特定の企業年金基金に加入していないためアセットオーナーには該当いたしません。なお当社では、従業員の生活の安定と福祉の向上
を目的として確定拠出年金制度を導入しております。

【原則３－１　情報開示の充実】

(ⅰ) 会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

コーポレートアイデンティティとして定めた「ビジョン、ミッション及びバリュー＆クレド」を開示しております。

(ⅱ) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

コーポレート・ガバナンスに関する基本方針を、当社ホームページ、コーポレート・ガバナンス報告書にて開示しております。

(ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役(監査等委員を含む）の報酬を決定するに当たっての方針と手続

取締役の報酬等の決定に関する方針と手続きを、有価証券報告書やコーポレート・ガバナンス報告書にて開示しております。

(ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役(監査等委員を含む）候補の指名を行うに当たっての方針と手続

経営陣幹部の選任及び取締役候補の指名については、指名・報酬委員会からの答申を得ながら、当社の経営環境、取締役会全体としての経験・
知識・能力のバランス等を考慮し、適材適所の観点より総合的に検討を行った上で選任・指名し、株主総会付議議案として取締役会で決議してお
ります。また、監査等委員である取締役の候補者に関しては、監査等委員会からの同意を得るものとしております。なお、経営陣幹部の解任につ
いては、法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められる等、客観的に解任が相当と判断される場合には、指名・報酬委員
会からの答申を得ながら、取締役会において十分に議論を尽くした上で決議し、株主総会に付議することとしています。

(ⅴ) 取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役（監査等委員を含む）候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての

説明

個々の取締役候補者の選解任・指名の理由については、株主総会招集通知にて開示を行っております。

【補充原則３―１③　サスティナビリティについての取組み】

本報告書「Ⅰ－１．基本的な考え方【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】」をご参照ください。

【補充原則４－１①　取締役会の経営陣に対する委任の範囲】

コーポレート・ガバナンスの体制については、コーポレート・ガバナンス報告書にて開示しております。具体的な権限委譲の内容については、職務
権限規程等の社内規程にて詳細を定めております。

【原則４－９　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

本報告書「Ⅰ－１．基本的な考え方【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】」をご参照ください。

【補充原則４―10①　指名委員会・報酬委員会】



当社の取締役会は、監査等委員でない取締役４名（うち社外取締役２名）及び監査等委員である取締役３名（うち社外取締役３名）を含む７名で構
成されており、過半数が社外取締役であります。また、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を委員長とした指名・報酬委員会を任意で設
置しており、取締役会からの諮問を受け、取締役等の選任・解任、個別の具体的な報酬の決定等について審議することとしております。

【補充原則４－11①　取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】

本報告書「Ⅰ－１．基本的な考え方【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】」をご参照ください。

【補充原則４－11②　取締役・監査役の兼任状況】

当社の取締役の兼務状況につきましては、株主総会招集通知及び有価証券報告書にて毎年開示を行っております。なお、兼任社数に関しては、
当社の監督や監査の業務を適切に果たすために必要となる時間・労力を確保できる、合理的な範囲であると認識しております。

【補充原則４－11③　取締役会全体の実効性】

本報告書「Ⅰ－１．基本的な考え方【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】」をご参照ください。

【補充原則４－14②　取締役・監査役のトレーニングの方針】

当社の取締役に対するトレーニングの方針は、経営等のプロフェッショナルたる各役員が各人の判断において必要な知識の習得・能力の研鑽に
努めることを原則としており、取締役会等における議論を通じて、知識・能力の深化・共有を図っております。また、取締役は、当社の費用負担で、
当社の経営に資する外部研修等を受講できることとしております。

【原則５－１　株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のためには、常日頃から株主と積極的な対話を行い、株主の意見や要望を経営に反映させ
ていくことが重要であると考えております。IR活動の推進にあたっては、代表取締役社長が活動の中心となり、IR担当部署であるコーポレートブラ
ンド戦略チームと適宜連携を図る体制としております。また、当社に対する理解の向上を図るべく、株主や投資家との対話や取材の場を設け、社
長等の経営陣幹部及び監査等委員を含む社外取締役等が合理的な範囲で参加することとしております。なお、対話や取材の実施にあたっては、
インサイダー情報の管理を徹底し、開示済みの情報に基づいた説明に努めております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

宮本　邦久 3,507,200 23.34

長野　貴浩 2,272,000 15.12

野村信託銀行株式会社（投信口） 1,277,700 8.50

株式会社Macbee Planet 1,274,500 8.48

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 808,800 5.38

株式会社アドウェイズ 392,000 2.61

株式会社アイレップ 354,000 2.36

野村證券株式会社 237,433 1.58

アムスホテル館山株式会社 200,000 1.33

島田　大介 196,800 1.31

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

「【大株主の状況】」は、2022年６月30日現在の情報を記載しております。割合は、自己株式（188株）を控除して計算し、表示単位は小数点第３位
を四捨五入して表示しております。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 スタンダード

決算期 6 月



業種 サービス業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人未満

直前事業年度における（連結）売上高
100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 12 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 7 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 5 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

5 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

山邉　圭介 他の会社の出身者

島田　大介 他の会社の出身者 △

倉本　勤也 他の会社の出身者

新井　努 公認会計士

中野　丈 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者



e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

山邉　圭介 　 ○ 該当事項はありません。

経営戦略コンサルティングファームで培った、
自動車、部品、建設・住宅、航空、消費財等幅
広い業界においての、営業・マーケティング戦
略、ブランド戦略、事業再生戦略、新興国戦略
の立案・実行支援に関する豊富な経験を有して
おります。また、現在は株式会社FOOD & LIFE

COMPANIES（旧株式会社スシローグローバル
ホールディングス）の上席執行役員を務めてお
り、事業運営全般についての高い見識を有して
おります。その経験及びノウハウを当社の経営
に活かしていただきたいため、社外取締役とし
て選任しております。また、同氏と当社との間
に特別な利害関係はなく、一般株主との利益
相反が生ずる恐れのない独立役員として適任
と判断しております。なお、同氏は当社株式を
保有しておりますが、保有株式数に重要性は
ありません。

島田　大介 　 ○

当社は、2015年６月期において、社外取
締役の島田大介氏が代表取締役会長を
務める株式会社エンターモーション（現株
式会社インサイトコア）（※）と、一時的に
取引関係にありましたが、取引額の規模（
2015年６月期の取引額：0.6百万円、当社
の連結売上高に締める割合 ：0.007％）が

軽微であること及びその取引内容の性質
に照らして、株主・投資者の判断に影響を
及ぼすおそれはないと判断しております。
なお、現在は同社との間に取引関係はあ
りません。

（※）当該取引当時、島田大介氏は代表
取締役社長でありました。

総合商社において米国のジョイントベンチャー
立ち上げやベンチャーキャピタル事業での出資
業務、M&Aの実行等、グローバルな事業経験
を有しております。また、現在はデジタルテクノ
ロジーを活用したマーケティングを手掛ける株
式会社インサイトコアの代表取締役会長を務め
ており、経営全般やインターネットビジネスに高
い見識と豊かな人脈を有しております。その経
験及びノウハウを当社の経営に活かしていた
だきたいため、社外取締役として選任しており
ます。また、同氏と当社との間に特別な利害関
係はなく、一般株主との利益相反が生ずる恐
れのない独立役員として適任と判断しておりま
す。なお、同氏は当社株式を保有しております
が、保有株式数に重要性はありません。

倉本　勤也 ○ ○ 該当事項はありません。

大和証券グループ会社の役員等を長年に渡り
経験しインベストメントバンク業務に相当程度
の専門的知見を有していることから、その経験
や知識を活かし、監査体制を強化することが期
待されます。業務執行を行う経営陣から独立し
た客観的立場から、当社におけるコンプライア
ンス、内部統制の状況等に対する的確な助言
を与えることができるものと判断したため、社外
取締役（監査等委員）として選任しております。
また、同氏と当社との間に特別な利害関係は
なく、一般株主との利益相反が生ずる恐れのな
い独立役員として適任と判断しております。

新井　努 ○ ○ 該当事項はありません。

公認会計士、税理士として実務に携わるととも
に、他法人の社外監査役を務める等、専門的
かつ豊富な知識及び経験を有しております。そ
の経歴と見識を活かして、当社取締役の職務
の執行を適切に指導及び監査が行える人材と
判断したため、社外取締役（監査等委員）として
選任しております。また、同氏と当社との間に
特別な利害関係はなく、一般株主との利益相
反が生ずる恐れのない独立役員として適任と
判断しております。



中野　丈 ○ ○ 該当事項はありません。

弁護士として実務に携わるとともに、他法人の
監事を務める等、専門的かつ豊富な知識及び
経験を有しております。その経歴と見識を活か
して、当社取締役の職務の執行を適切に指導
及び監査が行える人材と判断したため、社外
取締役（監査等委員）として選任しております。
また、同氏と当社との間に特別な利害関係は
なく、一般株主との利益相反が生ずる恐れのな
い独立役員として適任と判断しております。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
委員長（議長）

監査等委員会 3 1 0 3 社外取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

なし

現在の体制を採用している理由

当社は、監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人を定めておりませんが、内部監査室や管理本部が監査等委員会と適宜連携し、各
種サポートを行っております。また、常勤監査等委員を１名選任しており、社内の重要会議等への出席や重要文章の閲覧を日常的に行っておりま
す。以上により、適切な監査等委員会監査の体制が構築できていると判断し、現在の体制を採用しております。なお、当社の「内部統制の整備及
び運用に係る基本方針」において、監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、補助者を配置する旨を規定しておりま
す。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

内部監査室は常勤監査等委員と協議の上、内部監査計画を作成し、内部監査実施の際にも、常勤監査等委員と適宜連携を図っております。ま
た、年度毎に内部監査の結果の報告を監査等委員会に行う他、月に１回開催される定時監査等委員会並びに会計監査人から監査等委員会への
監査計画及び監査結果の報告会にも同席し、情報の共有を図る運用としております。なお、三様監査の実効性を高めるため、年度毎に、会計監
査人、常勤監査等委員、内部監査室の３者による意見交換を実施することとしております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 4 0 1 3 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 4 0 1 3 0 0
社外取
締役

補足説明



指名・報酬委員会は、コーポレート・ガバナンスの更なる強化のため、取締役会の諮問機関として設置しており、取締役等の選任・解任や、取締役
の報酬制度の設計・報酬額の決定に関する検討を行うこととしております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 5 名

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を充たす社外役員すべてを独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

当社では、取締役の業績向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的に、短期的な視点でのインセンティブとして業績連動型報酬制度（業績
賞与）を導入しております。

（業績連動報酬制度）

業績連動報酬について、期初予算の利益達成状況等から取締役への業績賞与の支給有無及び支給額を検討しております。なお、取締役への業
績賞与の支給額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会にて決定しております。

ストックオプションの付与対象者 従業員

該当項目に関する補足説明

上記付与対象者について、中長期的な業績向上に対する意欲や士気を一層高めること、ならびに株主との価値共有を進めることを目的として導
入しております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

有価証券報告書及び事業報告書において、取締役及び監査役ごとの報酬の総額を開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社の取締役の報酬につきましては、2022年９月29日開催の第18期定時株主総会での決議により、取締役（監査等委員である取締役を除く）及
び監査等委員である取締役の報酬限度額を決定しています。

取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬限度額は年額200,000千円以内（うち社外取締役40,000千円以内。使用人分給与は含まない。定
款で定める取締役の員数は８名以内とし、本報告書提出日現在は４名）であり、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額50,000千円（定款



で定める監査等委員の員数は４名以内とし、本報告書提出日現在は３名）であります。

なお、当該定時株主総会決議後の取締役（監査等委員である取締役を除く）の人数は４名（うち社外取締役２名）、監査等委員である取締役の人
数は３名（うち社外取締役３名）であります。

具体的な報酬額については、指名・報酬委員会の取締役に対する答申を受け、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役（監
査等委員である取締役を除く）の報酬は取締役会で、監査等委員である取締役の報酬は監査等委員会で、それぞれ決議するものとしております。

取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は以下のとおりです。

①基本方針

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、同様）の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう
株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。

業務執行取締役の報酬は、固定報酬として基本報酬、業績連動報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、
基本報酬のみを支払うこととする。

なお、各報酬の決定については、委員の半数以上が独立社外取締役で構成される指名・報酬委員会からの答申内容を尊重するものとする。

②基本報酬の個人別の報酬等の額及び付与の時期又は条件の決定に関する方針

当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責等に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に
勘案して決定するものとする。

③業績連動報酬等の内容、額又は数の算定方法、及び付与の時期又は条件の決定に関する方針

業績連動報酬等は、事業年度毎の業績向上に対する意識を高めるため、業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度における営業利益目標
に対する達成率に応じて、その報酬額を決定するものとする。

なお、報酬額については各事業年度における定時株主総会の開催日の属する月末日までに決定し、報酬額が決定した月の翌月末日までに支給
するものとする。

④金銭報酬の額又は業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

各取締役の役割及び貢献度合ならびに業績等を総合的に勘案して決定するものとする。

⑤取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

取締役の個人別の報酬等については、代表取締役が各業務執行取締役と協議の上で報酬案を策定し、報酬に関する手続の客観性と透明性が
担保されるよう、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会の審議、答申を経て取締役会で決議するものとする。

【社外取締役のサポート体制】

社外取締役のサポートは、管理本部で行っております。取締役会の資料は、原則として取締役会事務局である管理本部が準備を行い、必要に応
じて事前説明を行っております。また、社内取締役及び管理本部より社外取締役へ適時電子メール等による情報伝達等のサポートを実施しており
ます。なお、監査等委員である社外取締役に対しては、上記の管理本部によるサポートの他、内部監査室が情報共有やその他必要なサポートを
行っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は、透明性の高い経営の推進を目的として、取締役会及び監査等委員会制度を採用しており、合わせて代表取締役直轄の内部監査室を設
置し、実効的な監督体制のもと、経営の健全性の確保を図っております。また、権限委譲による意思決定の迅速化と効率的な業務執行を実現す
べく、執行役員制度を導入しております。現状のコーポレート・ガバナンス体制は以下の通りであります。

（取締役会・取締役）

当社の取締役会は、監査等委員でない取締役４名（うち社外取締役２名）及び監査等委員である取締役３名（うち社外取締役３名）で構成され、経
営の最高意思決定機関として法的決議事項及び経営に関する重要事項を決議事項、協議事項、報告事項として付議し、業務執行の意思決定を
行っております。決議事項及び協議事項は、定款及び取締役会規程に則り取締役７名で決議が行われ、報告事項は、必要に応じて各部門の責任
者が業務報告のため出席します。原則として、毎月１回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催します。

2022年６月期における取締役会は18回開催され、平均出席率は98%であります。取締役会では、月次の業績報告を通じて会社の状況の共有を
図っている他、決算・重要人事等の議題に加え、経営戦略に関わる議題を取り上げ、活発な審議及び意見交換を行っております。

（監査等委員会・監査等委員）

当社は、会社法関連法令に基づく監査等委員会設置会社制を採用しております。監査等委員会は、監査等委員である取締役３名（うち社外取締
役３名）で構成され、会社法等諸法令や定款・諸規程等に基づき、取締役の意思決定の過程や職務執行の状況の監査を行います。常勤監査等
委員は、金融機関での実務経験から培った豊富な知識、さらには上場会社における監査役としての業務経験等を活かし、業務執行を行う経営陣
から独立した客観的立場から、経営監視を実施していきます。非常勤監査等委員は、公認会計士及び弁護士であり、それぞれの専門的な知識及
び実務経験から当社の適法性確保を考慮し、客観的な視点により経営監視を実施します。

なお、各監査等委員は、株主総会や取締役会への出席や、監査等委員でない取締役・従業員・会計監査人からの報告収受等を行う他、常勤監査
等委員は、経営会議等の重要会議へも出席し、また社内書類の閲覧等を通じ、実効性のあるモニタリングに取組んでおります。

なお、当社は、2021年９月27日をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。以下、機関設計変更後の内容につ
いて記載いたします。

2022年６月期における監査等委員会は11回開催され、平均出席率は100％であります。監査等委員会における主な検討事項は、監査の基本方針
や重点項目等を踏まえた監査計画、取締役の職務の執行状況及び内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果に
ついての相当性等であります。

（会計監査）

当社の会計監査については、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。2022年６月期における監査の状況



については以下のとおりです。

　業務を執行した公認会計士の氏名：湯浅敦、多田雅之（両名とも継続監査期間は７年以内です）

　監査業務に係る補助者の構成：公認会計士４名、その他９名

（責任限定契約）

当社と監査等委員でない取締役（業務執行取締役であるものを除く）及び監査等委員である取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同
法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額又はあらか
じめ定めた額のいずれか高い額を限度として責任を負担することとしております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が原因と
なった職務執行が善意でかつ重大な過失がない場合に限られます。

（経営会議）

当社の経営会議は、社内取締役２名、各部門の責任者並びに常勤監査等委員１名で構成され、経営に関する重要な事項を決議事項、協議事
項、報告事項（週次報告等）として付議し、迅速な業務執行の意思決定を行っております。原則として、毎週１回開催し、必要に応じて随時開催して
おります。

（指名・報酬委員会）

本報告書Ⅱ．１．【任意の委員会】をご参照下さい。

（リスクマネジメント委員会）

当社は、代表取締役社長を委員長とするリスクマネジメント委員会を設置しております。同委員会を定期的に開催し、リスクマネジメントに関する基
本方針や計画及び重要な課題等について審議し、全社的なリスク管理体制の実効性を確保することとしております。また、情報セキュリティ及びコ
ンプライアンスについては特に重要なテーマであると捉えており、各分野を専門的に取り扱う分科会を設置しております。

（執行役員制度）

当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、権限委譲
による意思決定の迅速化と経営効率の向上を図るため、執行役員制度を採用しております。取締役会及び経営会議で決定した方針のもと、与え
られた権限の範囲内で、担当業務の意思決定及び業務執行を行うこととしております。

（内部監査室）

当社は、内部監査室を代表取締役直属の監査組織として設置し、内部監査室長１名で構成し、監査対象からの独立性を確保しながら、内部監査
を実施しております。内部監査では、各部門における業務及び制度が諸法令や各種規程に準拠し、効率的でかつ妥当であるか否かを監査してお
ります。監査結果については、代表取締役及び常勤監査等委員へ適宜報告を行う他、取締役会及び監査等委員会へ年度毎に報告を行うこととし
ております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、透明性の高い経営の推進を目的として、取締役会及び監査等委員会を設置しております。

当社の取締役会は、監査等委員でない取締役４名（うち社外取締役２名）及び監査等委員である取締役３名（うち社外取締役３名）を含む７名で構
成されており、過半数が社外取締役であります。

取締役として、経営全般やインターネットビジネスについての高い見識を有している者を選任し、経営に多様な視点を取り入れており、さらに、弁護
士や公認会計士等の専門家をコーポレート・ガバナンス体制に組み入れ、経営の意思決定に法的、会計的な確認を取り入れることで、リスク管理
の実現に努めております。

また、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を委員長とした指名・報酬委員会を任意で設置しており、取締役会からの諮問を受け、取締役
等の選任・解任、個別の具体的な報酬の決定等について審議することとしております。更に、リスクマネジメント委員会を設置し、リスクマネジメント
推進に関する基本方針や計画及び重要な課題等について審議し、全社的なリスク管理体制の実効性を確保することとしております。

なお、権限委譲による意思決定の迅速化と効率的な業務執行を実現すべく、執行役員制度を導入している他、代表取締役直轄の内部監査室を
設置し、実効的な監督体制のもと、経営の健全性の確保を図っております。

以上により、適切な企業統治が実現できると判断し、現在の体制を採用しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
株主総会の２週間前に発送しております。株主の利便性を考慮し、決算業務の早期化を
図り、招集通知の早期発送に取り組む所存です。

集中日を回避した株主総会の設定 より多くの株主の方々にご参加いただけるよう集中日を避けた開催日を設定しています。

電磁的方法による議決権の行使
より多くの株主が議決権を行使できるように、第15期定時株主総会（2019年９月27日開
催）より、PC及びスマートフォン等によるインターネットによる議決権行使を導入しておりま
す。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

機関投資家が議案内容に十分な検討時間を確保できるように、第15期定時株主総会（20
19年９月27日開催）より、議決権電子行使プラットフォームへ参加しております。

招集通知（要約）の英文での提供 今後検討すべき事項と考えております。



その他 2018年６月期第２四半期より、決算短信（要約）の英文での提供を開始しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
当社ホームページ上に、ディスクロージャーポリシーを掲載し、情報開示の基
準、情報開示の方法等について記載しております。

個人投資家向けに定期的説明会を開催
IR支援会社等が主催する個人投資家向けセミナーへの参加や、インターネット
を活用した会社説明会を、不定期に開催しております。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

国内においては、第２四半期及び年度決算終了後に機関投資家、証券アナリ
スト・報道機関向けに決算説明会を開催しております。また、四半期毎にス
モールミーティングを開催

する他、国内機関投資家の定期的な個別面談、電話会議、オンラインミーティ
ングに対応しております。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催
定期的な説明会の開催はありませんが、個別訪問やオンラインミーティングに
よる面談を実施し対話の機会を設けております。

なし

IR資料のホームページ掲載

決算情報、決算説明会の資料、決算情報以外の適時開示資料・PR情報、有
価証券報告書又は四半期報告書、株主総会の招集通知等を、当社IRサイトに
て掲載しております。

https://www.net-marketing.co.jp/ir/

IRに関する部署（担当者）の設置 IR担当部署：管理本部経営管理部コーポレートブランド戦略チーム

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社ではコーポレートアイデンティティとして「ビジョン、ミッション及びバリュー＆クレド」を定
め、その中で、あらゆるステークホルダーから信頼される行動をとる旨を、重要事項として
規定しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施 今後検討すべき事項と考えております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社は、適時・適切にステークホルダーに対して情報を提供することが重要であると認識し
ており、決算説明会の開催や当社ホームページ等への掲載、その他様々なチャネルを活
用し、公正かつタイムリーなディスクロージャーに努めております。また、海外投資家向け
には、英文サイトへ決算補足説明資料等（英語版）を掲載することにより情報提供を行って
おります。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するための体制を整
備するために、「内部統制の整備及び運用に係る基本方針」を定めております。

当該基本方針は適宜見直しを実施しており、直近では、2021年12月16日開催の取締役会において改定しております。

１． 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（1） 取締役はコンプライアンスへの取り組みの重要性を認識し、法令・定款・社会理念・社内規程等の遵守を率先垂範し、コンプライアンス推進体

制の維持向上に努める。

（2） 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため「コンプライアンス規程」を定めるとともに取締役及び使用人

はこれを遵守する。

（3） コンプライアンス経営の強化に資することを目的とし「内部通報規程」を定め、取締役及び使用人が会社に通報できる窓口を用意する。

（4） 当社は代表取締役社長を委員長とするリスクマネジメント委員会を設置し、全社的なリスクマネジメントを推進する。



（5） 監査等委員会は、当社の法令遵守体制に問題があると認めたときには、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができる。

（6） 内部監査室が「内部監査規程」に基づき、社内各部門の業務活動及び諸制度の運用状況について監査を行い、業務の効率性とリスクの予

防、法令遵守が十分に図られているか確認する。

（7） 当社は「反社会的勢力対策規程」に基づき、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的な活動や勢力との一切の関係を遮断し、反社

会的勢力には毅然とした対応を行う。

２． 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役は「文書管理規程」に従い、取締役の職務の執行に係る情報を文章または電磁的媒体に記録し、保存する。また、取締役は必要に応じて
これを適時閲覧できる。

３． 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（1） 当社は、損失の危険に対処するため、リスクマネジメント委員会を定期的に開催し、リスクマネジメント推進に関する基本方針や計画及び重要

な課題等について審議する。

（2） 取締役会及びリスクマネジメント委員会等で損失の危機の早期発見と未然防止に努める。

（3） 危機発生時には企業価値の毀損を極小化するため、取締役会またはリスクマネジメント委員会において速やかに対応責任者となる役員を定

め、対応にあたるものとする。

４． 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（1） 定時取締役会を毎月１回開催するほか、機動的に意思決定を行うため、必要に応じて臨時取締役会を開催するものとし、適切な職務執行が

行える体制を確保する。

（2） 取締役会を補完する目的で、社長並びに本部長以上等で構成される経営会議を原則毎週1回実施し、経営課題の確認、対策の立案等を議

論し、多面的な検討を行う。

（3） 日常の業務の執行において、取締役会の決定に基づく職務の執行を効率的に行うため、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」等の社内諸

規程に基づき、権限の委譲を行い、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を分担する。

（4） 取締役会の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会を設置し、取締役（監査等委員である取締役を含

む）・執行役員の指名及び報酬の決定に係る透明性と客観性を高める。

５． 当社及びその子会社から成る企業集団（以下「当社グループ」という）における業務の適正を確保するための体制

（1） 子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者（以下「取締役等」

という）の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

「関係会社管理規程」に基づき、当社管理本部が関係会社の関連業務に係る情報を収集し、適時、当社経営会議において報告を行い、重要な事
項については当社が決裁を行う。

（2） 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

「関係会社管理規程」に基づき、管理本部がグループ会社の経営状態、業務状況等を把握し、損失の危機を認識した際には、未然の対処に努め
る。

（3） 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、グループ会社の業務の適正を確保するため、グループ会社の内部統制システム構築に努め、必要な指導・支援を実施する。

（4） 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社の内部監査室は、定期的にグループ会社の内部監査を実施する。

６． 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く)

からの独立性に関する事項、並びに、当該使用人に対する指示の実効性の確保等に関する事項

（1） 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、必要に応じて監査等委員会の職務を補助する使用人を配置する。

（2） 監査等委員会の職務を補助する使用人の職務に関しては、取締役(監査等委員である取締役を除く)その他の上長等の指揮命令を受けな

い。

（3） 監査等委員会の職務を補助する使用人は、監査等委員会からの指示に基づき、他部門へ協力体制の確保を依頼することができる。また、監

査等委員会からの指示に基づき、社内の重要会議等への出席や重要文書の閲覧を行うことができる。

７． 取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他監査等委員会への報告に関する体制

（1） 監査等委員は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じて取締役会

議事録並びに稟議書等の重要な文書を閲覧し、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人に説明を求めることができる。

（2） 取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人は、当社及びグループ会社の業務または業績に与える重要な事項について監査等委員

会に遅滞なく報告する。

（3） 監査等委員会は必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人に対し報告を求めることができる。

８． 子会社の取締役及び使用人等またはこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制

監査等委員会は、子会社から報告を受けた当社取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人から報告を求めることができる。また、必要に
応じて子会社の取締役及び使用人から直接報告を求めることができる。

９． 監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制

監査等委員会へ報告した者に対して不利益な取扱いは行わず、かつ、当該報告行為に対する報復行為や差別行為から報告者を保護するものと
する。

１０． 監査等委員の職務執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に

係る方針に関する事項

監査等委員がその職務を執行する上で、当該職務の執行について生ずる費用の前払または償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務
の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

１１． その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

（1） 常勤監査等委員は、代表取締役社長との定期的な意見交換を実施し、監査上の重要課題等につき相互理解を深める。

（2） 監査等委員は、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く)並びに使用人から情報を収集することができる。

（3） 監査等委員は、会計監査人及び内部監査室と連携を図り情報交換を行い、必要に応じて報告を求めることができる。

（4） 監査等委員は、監査等委員会としての意見形成が可能となるよう相互に連携する。



１２． 財務報告の信頼性を確保するための体制

（1） 当社は、財務報告の信頼性確保のため「内部統制規程」に基づき、全社的な統制活動及び各業務プロセスの統制活動を強化し、その運用体

制を構築する。

（2） 内部監査室は、一般に公正妥当と認められる内部統制の評価基準に準拠して、財務報告に係る内部統制について評価する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、法令を遵守するとともに、常に社会的常識を備えた行動を心掛け、社会的に批判される反社会的勢力とは一切の関係を遮断するため
に、当社における方針として、「反社会的勢力に関する基本方針」を定めております。

当社における反社会的勢力排除体制としましては、「反社会的勢力対策規程」及び「反社会的勢力対応マニュアル」を制定し、所管部署は管理本
部として、運用を行っております。具体的には、各事業部門の新規顧客の取引開始時には、事業部門と管理部門にて新聞やインターネット等を用
いた新規取引先に関する風評等の事前チェックを行った上で、取引開始を実行するよう体制を確立しております。また、取引先との間で締結する
基本契約及び当社の各サービスにおける利用規約では、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、規約を解除できる旨の暴力団
排除条項を盛り込んでおります。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来において検討を要する課題となることも考えられます。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――




